
墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対

照表 

改  正  案 現     行 

 （対象者） 

第３条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する子どもを養育してい

る者は、当該子どもに係る医療費の助成

については、対象者としない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第６条の２第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者又は

同法第６条の３第１項に規定する里親

に委託されている者 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する子どもを養育してい

る者は、対象者としない。 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第６条の３に規定する里親に委

託されている者 

   付 則 
 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。  
 


